
歯科外来診療医療安全対策に関する掲示 
 

 

当院では歯科医療に係る医療安全管理対策について、下記の通り

取り組んでいます。  

●医療安全管理指針の策定  

●全職員に対して医療安全対策に係る研修の実施（年２回以上） 

●安心で安全な歯科医療環境を提供するため、装置および器具等 

を設置しています。  

●緊急時対応のための院内緊急体制を構築しております。  

●当院は、安全で安心できる歯科外来診療の環境整備について、 

厚生労働大臣の定める施設基準に適合し、関東信越厚生局へ届出行

い、「歯科外来診療医療安全対策加算」を算定しています。 
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